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第
53
回
青
梅
産
業
観
光
ま
つ
り
、

青
梅
市
農
業
祭
、
市
民
の
く
ら
し
展
の
中
止

　

青
梅
産
業
観
光
ま
つ
り
実
行

委
員
会
で
は
、
11
月
７
日
、
８

日
に
開
催
を
予
定
し
て
い
た

「
第
53
回
青
梅
産
業
観
光
ま
つ

り
」
に
つ
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
を
抑
え
る
こ

と
や
、
出
店
者
と
来
場
者
の
皆

さ
ん
に
満
足
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
難
し
い
状
況
で
あ
る
た

め
、
今
年
度
の
開
催
を
見
送
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
例
年
、
青
梅
産
業
観

光
ま
つ
り
と
同
日
に
開
催
す
る

「
青
梅
市
農
業
祭
」
と
「
市
民

の
く
ら
し
展
」
に
つ
い
て
も
、

開
催
を
見
送
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

　

皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い

し
ま
す
。

問 

い
合
わ
せ

▽
青
梅
産
業
観
光
ま
つ
り
…
商

工
観
光
課

▽
青
梅
市
農
業
祭
…
農
林
水
産

課
▽
市
民
の
く
ら
し
展
…
市
民
安

全
課

市
営
共
同
利
用
工
場
の
入
所
者
を
募
集
し
ま
す

　

市
で
は
、
中
小
工
業
者
の
た

め
に
市
営
工
場
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
空
室
が
あ
る
た

め
入
所
者
を
募
集
し
ま
す
。

対
象　

移
転
し
よ
う
と
す
る
工

場
を
１
年
以
上
操
業
し
て

い
る
中
小
企
業
の
方

所
在
地　

今
井
３
―
４
―
15

（
三
ッ
原
工
業
団
地
内
）

面
積　

148
・
５
㎡

募
集
数　

１
室
（
抽
選
）

使
用
料　

月
額
15
万
７
千
500
円

そ
の
他　

入
所
の
可
否
は
青

梅
市
工
業
振
興
対
策
審
議

会
の
審
査
に
よ
り
決
定
し

ま
す
▽
詳
細
は
市
ホ
ー
ム 

ペ
ー
ジ
（
記
事
ID
…
３
１ 

３
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み　

８
月
14
日（
必
着
）

ま
で
に
商
工
観
光
課
（
市
役

所
３
階
）
で
配
布
す
る
申
請

書
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必
要

書
類
を
添
付
し
て
郵
送
ま

た
は
直
接
持
参

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
事
業
等
に
か
か
る
収

入
に
相
当
の
減
少
が
あ
っ
た
方

は
、
納
期
限
の
次
の
日
か
ら
最

大
１
年
間
、
地
方
税
の
納
付
を

猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
担
保
の
提
供
は
不
要
で
、
延

滞
金
も
か
か
り
ま
せ
ん
。

※
猶
予
期
間
内
で
の
途
中
で
の

納
付
や
分
割
納
付
な
ど
、
事

業
の
状
況
に
応
じ
て
計
画

的
に
納
付
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
。

対
象
と
な
る
方　

個
人
・
法
人

（
規
模
不
問
）
と
も
に
、
次

の
①
②
の
両
方
を
満
た
す

方

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
に
よ
り
、
令
和
２
年
２
月

以
降
の
任
意
の
期
間
（
１
か

月
以
上
）
に
お
い
て
、
事
業

等
に
か
か
る
収
入
が
前
年

同
期
に
比
べ
て
お
お
む
ね

20
％
以
上
減
少
し
て
い
る

こ
と

②
一
時
に
納
税
を
行
う
こ
と
が

困
難
で
あ
る
こ
と

※
「
一
時
に
納
税
を
行
う
こ
と

が
困
難
」
か
ど
う
か
の
判
断

に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も

今
後
半
年
間
の
事
業
資
金

を
考
慮
に
入
れ
る
な
ど
、
申

請
す
る
方
の
状
況
に
配
慮

し
て
適
切
に
対
応
し
ま
す
。

個

人

市

民

税

未
婚
の
ひ
と
り
親
に
対
す
る 

税

制

上

の

措

置

お

よ

び 

寡
婦
（
寡
夫
）
控
除
の
見
直
し

①
婚
姻
歴
の
有
無
や
性
別
に
か

か
わ
ら
ず
、
現
に
婚
姻
等
し

て
い
な
い
者
等
で
、
前
年
の

総
所
得
金
額
等
が
48
万
円

以
下
で
あ
る
生
計
を
一
に

す
る
子
を
有
す
る
、
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
500
万
円

以
下
の
者
は
、
ひ
と
り
親
控

除
（
控
除
額
30
万
円
）
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

②
①
以
外
の
寡
婦
に
つ
い
て

は
、
引
き
続
き
控
除
額
26
万

円
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
、

子
以
外
の
扶
養
親
族
を
持

つ
寡
婦
に
つ
い
て
も
、
所
得

制
限
（
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
500
万
円
以
下
）
が
設
け

ら
れ
ま
す
。

※
左
表
参
照

※
い
ず
れ
も
住
民
票
の
続
柄
に

「
夫
（
未
届
）」、「
妻
（
未
届
）」

の
記
載
が
あ
る
も
の
は
適

用
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

個

人

市

民

税

の

人

的 

非

課

税

措

置

の

見

直

し

　

非
課
税
の
対
象
者
か
ら
、
寡

夫
を
除
き
、
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
135
万
円
以
下
の
ひ
と
り

親
を
加
え
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
市
民

税
係

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

納
税
が
困
難
な
方
へ　

納
税
を
猶
予
す
る
特
例
制
度

令

和

２

年

度

税

制

改

正

個

人

市

民

税

寄
付
金
税
額
控
除
の
特
例

　

自
粛
要
請
に
よ
り
イ
ベ
ン
ト

を
中
止
等
し
た
主
催
者
に
対
し

て
、
入
場
料
金
等
の
払
戻
請
求

権
を
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
寄

付
金
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

住

宅

借

入

金

等 

特

別

税

額

控

除

の

特

例

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
る
住
宅
建
設
の

遅
延
等
に
よ
り
、
令
和
２
年
12

月
ま
で
に
居
住
で
き
な
か
っ
た

場
合
で
も
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
場
合
に
は
、
控
除
期
間
が

13
年
に
延
長
さ
れ
た
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
を
適
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
市
民

税
係

固

定

資

産

税

先
端
設
備
等
に
該
当
す
る
家
屋 

お
よ
び
構
築
物
に
対
す
る 

課

税

標

準

の

特

例

　

中
小
事
業
者
等
が
、
生
産
性

向
上
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
認

定
さ
れ
た
先
端
設
備
導
入
計
画

に
従
っ
て
取
得
し
た
先
端
設
備

等
に
該
当
す
る
家
屋
お
よ
び
構

築
物
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
の
特
例
率
を
０
と

し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課

軽

自

動

車

税

環

境

性

能

割

の 

臨

時

的

軽

減

の

延

長

　

環
境
性
能
割
の
税
率
を
１
％

分
軽
減
す
る
特
例
措
置
を
６
月

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

緊
急
経
済
対
策
に
お
け
る
税
制
改
正

固

定

資

産

税

使

用

者

を

所

有

者

と

み

な

す

制

度

の

拡

大

　

住
民
票
や
戸
籍
な
ど
の
公
簿

上
の
調
査
、
そ
の
他
関
係
者
へ

の
質
問
等
、
調
査
を
尽
く
し
て

も
な
お
固
定
資
産
の
所
有
者
が

一
人
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
場

合
は
、
事
前
に
通
知
し
た
う
え

で
実
際
の
使
用
者
に
固
定
資
産

税
等
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

現
に
所
有
し
て
い
る
者
の 

申

告

の

制

度

化

　

登
記
簿
上
の
所
有
者
が
死
亡

し
て
相
続
登
記
が
さ
れ
る
ま
で

の
間
は
、
現
に
所
有
し
て
い
る

方
が
氏
名
や
住
所
な
ど
の
必
要

事
項
を
申
告
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

資
産
税
課

市

た

ば

こ

税

軽

量

な

葉

巻

た

ば

こ

の

課

税

方

式

の

見

直

し

　

重
量
比
例
課
税
方
式
（
葉
巻

た
ば
こ
の
重
量
１
グ
ラ
ム
ご
と

に
紙
巻
た
ば
こ
１
本
に
換
算
）

か
ら
本
数
課
税
方
式
（
１
本
あ

た
り
の
重
量
が
１
グ
ラ
ム
未
満

の
軽
量
な
葉
巻
た
ば
こ
に
つ
い

て
は
１
本
を
紙
巻
た
ば
こ
１
本

に
換
算
）
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
令
和
２
年
10
月
１
日

～
３
年
９
月
30
日
は
、
１
本
あ

た
り
の
重
量
が
0.7
グ
ラ
ム
未
満

の
葉
巻
た
ば
こ
に
限
り
、
１
本

を
も
っ
て
紙
巻
た
ば
こ
0.7
本
に

換
算
す
る
経
過
措
置
が
設
け
ら

れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
庶
務

係

延
長
し
、
令
和
３
年
３
月
31
日

ま
で
と
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
課
庶
務

係
収

納

に

関

す

る

こ

と

徴

収

猶

予

の

特

例

に

か

か

る

規

定

の

整

備

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
令
和
２
年

２
月
以
降
の
任
意
の
期
間
（
１

か
月
以
上
）
に
お
い
て
、
収
入

が
前
年
同
期
に
比
べ
て
お
お
む

ね
20
％
以
上
減
少
し
た
場
合
に

お
い
て
、
令
和
２
年
２
月
１
日

～
３
年
１
月
31
日
に
納
期
の
到

来
す
る
す
べ
て
の
税
目
を
対
象

と
し
て
、
無
担
保
か
つ
延
滞
金

な
し
で
１
年
間
徴
収
猶
予
で
き

る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
に
伴

い
、
必
要
な
手
続
等
の
規
定
を

整
備
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　

収
納
課

対
象
と
な
る
地
方
税

　

令
和
２
年
２
月
１
日
～
３
年

１
月
31
日
に
納
期
限
が
到
来
す

る
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

住
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税
等

す
べ
て
の
税
目
で
、
申
請
時
に

納
期
限
が
ま
だ
到
来
し
て
い
な

い
も
の

申
請
手
続
き

　

納
期
限
（
申
告
納
付
期
限
が

延
長
さ
れ
た
場
合
は
延
長
後
の

期
限
）
ま
で
に
申
請
が
必
要
で

す
。

　

申
請
書
の
ほ
か
、
収
入
や
現

預
金
の
状
況
が
分
か
る
資
料
を

添
え
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

提
出
が
難
し
い
場
合
は
、
口

頭
で
伺
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

収
納
課

表１　本人が女性の場合　★寡婦控除　☆ひとり親控除

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

本人合計所得金額 ～５００万円 ５００万円超 ～５００万円 ５００万円超 ～５００万円

扶養

親族

有
子 ☆３０万円 － ☆３０万円 － ☆３０万円

子以外 ★２６万円 － ★２６万円 － －

無 ★２６万円 － － － －

表２　本人が男性の場合　☆ひとり親控除

配偶関係 死別 離別 未婚のひとり親

本人合計所得金額 ～５００万円 ５００万円超 ～５００万円 ５００万円超 ～５００万円

扶養

親族

有
子 ☆３０万円 － ☆３０万円 － ☆３０万円

子以外 － － － － －

無 － － － － －

傍聴にお出かけください

青梅市交通安全対策審議会
青梅市情報公開・個人情報保護

運営審議会

日時
８月１４日（金）

午後２時から

８月２４日（月）

午後１時３０分から

会場 市役所２階２０１・２０２会議室 市役所議会棟３階第３委員会室

内容
春の交通安全運動実施要領（案）

等について

保有個人情報を取り扱う事務につ

いての報告等

定員 先着５人 ５人（抽選）

傍聴受付
当日の午後１時３０分～４５分に

会場入り口で

当日の午後１時００分～１５分に

会場入り口で

問い合わせ 市民安全課市民安全係 文書法制課情報公開文書係

※お出かけの際は、マスクを着用してください。

新型コロナウイルス対策支援
マスク等の寄付や寄付金をいただきありがとうございます

マスク等を寄付していただいた方（７月１０日現在）

企業・団体名 所在地 物品 備考

Ｔｏ Ｓｍｉｌｅ 埼玉県日高市 マスク、ガウン 総合病院への寄付

※ 特に多くの寄付をいただいた方 (個人を除く )で、公表を承諾した方のみ

　市役所 1階総合案内と各市民センターに、マスクの寄付箱を設置しました。家庭や

事業所等でマスク（未使用、未開封のもの）が余っている場合は、お持ちください。

　また、寄付金などを活用するため、「新型コロナウイルス対策助け合い基金」を設

置しています。皆さんのご協力をお願いします。

問い合わせ　財政課


